
［要約］

郵政研究所では、平成１０年１１月に「家計における金融資産選択に関する調査（第６回）」

（以下、「調査」という。）を実施した。この調査は、全国の世帯主年齢２０歳以上８０歳未満

の世帯から無作為抽出した６，０００世帯を対象としたアンケート調査である。本稿の主要な

目的は、調査から得られた結果に基づいて最近の家計の金融資産選択実態を把握する事で

あるが、基本的な集計数値については既に郵政研究所（１９９９）でも報告している。本稿で

は特に、本調査にユニークな質問項目と結果を中心に紹介しつつ、今後、更に進んだ分析

を行う前段階として、幾つかの予備的考察を行うこととしたい。

本稿で示した主要な論点は以下のとおり。

１．家計が保有する金融資産を種類別に見てみると、高齢世帯になるにつれて保険・年金

商品に対する需要が低下し、その保有割合が低くなっている。また、家計が、危険資産

である株式（または有価証券）を保有する割合について見てみると、世帯主の所得階

層・年齢階層が高くなるにつれて増加する傾向が読みとれる。

２．貯蓄および借入金の保有状況を合わせた＜広義の貯蓄＞を見てみると、住宅取得目的

の占める割合が非常に高いことが読みとれ、現役世帯の行動に大きな影響を与えている

事が分かる。住宅取得を目指す家計は２０歳代において貯蓄をたくわえはじめ、それらを

頭金として３０歳代から徐々に住宅の購入を開始するが、資金の借入れにあたって流動性

制約に直面する家計も多く、４０歳代では７％程度存在する。２０歳代では、むしろ、耐久

消費財購入に関する借入れ制約に直面している世帯の割合が高いようである。

３．こうした居住用の土地・建物を中心とする実物資産は、主として世帯主の両親から受

け継がれる割合が高い。また、持ち家世帯の方が遺産を「必ず残す」と回答した世帯の

割合が高く、その中でも「相続・贈与」によって持ち家を取得した世帯ほどその傾向が

高い事が伺え、世代間移転が行われている実態が観察される。

本稿で見た議論は、調査結果から得られたほぼ未加工のデータに基づく予備的なもので

あり、分析を進めるにあたっては、回答項目相互間の整合性を吟味し変数のコントロール

を行った上で、慎重に検討する必要がある。今後、本調査を有効に活用して、より詳細な
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１ はじめに

郵政研究所では、平成１０年１１月に「家計におけ

る金融資産選択に関する調査」（以下、「調査」と

いう。）を実施した。この調査は、昭和６３年以来

２年ごとに実施しており、今回が６回目となる１）。

対象世帯は、全国の世帯主年齢２０歳以上８０歳未満

の世帯から無作為抽出した６千世帯である。本稿

の主要な目的は、調査から得られた結果に基づい

て、近年の家計における金融資産選択の実態を把

握する事であるが、基本的な集計数値については、

すでに郵政研究所（１９９９）でも報告している。本

稿では特に、本調査にユニークな質問項目と結果

を中心に紹介しつつ、今後、更に進んだ分析を行

う前段階として、幾つかの予備的考察を行うこと

としたい。

２ 金融資産保有状況

まず、基本的な数値を確認しておこう。本調査

から得られた金融資産の平均保有額は１，１７１万円

であり、世帯主年齢が高くなるにつれて金融資産

保有額が高くなる傾向が見られる（図表１）。ま

た、中央値は６５０万円で、低所得者層に大きく偏

りがある分布であることが分かる。これらは、過

去の調査およびその他の機関が実施している既存

の調査とも整合的な結果である。

金融資産を種類別に見てみると、高齢世帯にな

るにつれて保険・年金商品に対する需要が低下し、

その保有割合が低くなっている（図表２）。保険・

年金が減少した分、相対的に預貯金や有価証券２）

の占める割合が増加しているが、高齢世帯の金融

資産保有総額自体が他の年代と比較して大きい事

分析を行っていきたい。

１）調査の概要については、本稿末尾を参照されたい。
２）「有価証券」には、株式、債券（国債・金融債・社債等）、投資信託（MMFを含む）、貸付信託・金銭信託が含まれる。

図表１ 金融資産現在高（年齢階層別）
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を考えると、預貯金・有価証券の保有額も全世帯

の中で大きい割合を占めていることが分かる３）。

有価証券は預貯金や保険・年金に比べて、平均

的にみた収益性が高い反面不確実性もその分高い

資産であり、日本では相対的に家計の安全性選好

が強いことから、従来その保有割合は高くないこ

とが指摘されてきた。しかし、金融制度改革に

よって制度的な制約要因が緩和され、４０１�プラ

ンの導入等により、日本においても今後家計がリ

スク性の資産を積極的に増加させることが期待さ

れている。そのような状況に鑑み、現状での所得

階層別の保有割合を見ておくことにする４）。

家計の株式保有割合を見てみると、所得階層が

高くなるにつれて増加する傾向が読みとれる。株

図表２ 金融資産構成比（年齢階層別）（複数回答）

図表３ 有価証券の保有状況（所得階層別）（複数回答）

３）ただし、世帯主が高齢である場合、所得や資産の多い家計にバイアスがかかっている可能性が高いため、数字の解釈には注意
が必要である。なぜなら、相対的に所得や保有資産額の低い高齢者は子供と同居する可能性が高く、結果的に調査で対象とす
る「世帯主」から除外されてしまうことが考えられるからである。

４）調査時点の平成１０年１１月は経済環境が非常に厳しく、家計の態度は収益性よりも安全性を好む傾向が増していることが各種調
査で報告されている時期であったことに注意して、本文の以下の結果を読む必要があろう。
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式を含む有価証券の保有状況を見ても同様の傾向

がある（図表３）。また、年齢階層別に見ると、

世帯主の年齢が上昇するにつれて有価証券を多く

保有する傾向が見られ、右方へ歪んだ保有分布と

なっている構造が伺える（図表４）。このような

傾向は米国の家計行動に関する調査でも報告され

ており、少なくともこの点では、日米家計で共通

点を読みとることができるようである５）６）。最近、

個人資金の流入により株式投資信託が大型化して

いる事実が指摘されているが７）、特定階層の家計

に偏った保有部分になっている可能性が高く、一

般的な傾向として「家計のリスク資産選好が強

５）Poterba and Samwick（１９９５）Table ８およびTable１０参照。彼らはFRBが実施しているSurveys of Consumer Financesを用
いて、米国の家計においては、豊かな高齢者世帯（wealthy old people）が株式を主として保有している実態を明らかにして
いる。もっとも、リスク性資産の保有割合および保有金額の水準に関しては、どの階層で見ても米国の方が相当大きい。

６）松浦（１９９６）は、１９９４年のデータを用いて、勤労所得や年齢が有価証券の保有に関する説明変数として統計的に有意ではない
ことを報告している。家計のリスク資産保有に関しては、その他にも世帯主の学歴・職業・金融資産保有額などが大きく関係
してくると考えられ、これらも含めた計量分析については、今後の課題としたい。

７）例えば日本経済新聞２０００年１月２９日�１面、同２月２日�３面など。

図表４ 有価証券の保有状況（年齢階層別）（複数回答）

図表５ 目的別貯蓄保有状況（年齢階層別）（複数回答）
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まった」と言えるかについては、慎重に判断する

必要があろう。

３ 目的別貯蓄保有状況

次に、貯蓄の保有状況を各目的別に見てみよう

（図表５）。「老後の生活のため」や「病気・災害

に備えて」貯蓄を保有する世帯の割合は、年齢が

高くなるほど高まる傾向を示すのに対し、「子供

の教育費のため」に貯蓄をする世帯は若年層に多

く、ライフサイクルに応じて貯蓄目的が変化して

いることを示している。また、平均貯蓄目標額と

平均貯蓄保有額の差を平均達成予定年で除して得

られる毎年の必要貯蓄額を見てみると、マイホー

ム取得のための貯蓄がもっとも大きく、達成まで

のペースでみても最も速いことが伺える。また、

老後の生活のために必要だと考えている貯蓄額が

最も多いことが分かる（図表６）。

４ 借入金の保有状況

前節において、家計は種々の目的のために貯蓄

を行っていることを見たが、現在保有している金

融資産以外にも、借入れを行って異時点間の消費

を円滑化することも可能であり、実際に借入れを

行っている家計も多い。金融機関に対して借入れ

の申し込みをした世帯の割合は５１．５％にものぼり、

それらの家計の借入金額は平均約１，２９６万円にも

のぼる。本調査では目的別の借入金保有の有無を

質問しており特徴的な点となっているが、その目

的は「マイホームの取得のため」が圧倒的に多く、

ピークの４０歳代では約４割の家計が借入金を保有

している。次に多いのが「耐久消費財購入のため」

であるが、年齢が増加するにつれて「子供の教育

費のため」に借入れを行う世帯の割合が増加する

傾向にある（図表７）。

しかし、家計は必ずしも当初の目的通りに借入

れが行えるとは限らない。こうした制約に直面す

る家計の割合を知ることは重要であるが、この点

を直接質問した調査は意外にも少ない。本調査で

は、今回はじめて、借入れ制約（または流動性制

約）についての直接的な質問を行ったが、日本に

おいて数少ない貴重な調査の一つとなっている８）。

まず、金融機関に借入れの申し込みをしたにも

図表６ 目的別平均貯蓄保有額、目標額、目標達成予定年（複数回答）

貯 蓄 目 的
平均貯蓄保有額

（万円）［A］

平均貯蓄目標額

（万円）［B］

平均達成予定年

（年後）［C］

毎年の貯蓄必要額（万円）

［D＝（B－A）／C］
（N）

老後の生活に備えて ７２２．８ １５９０．６ １３．０ ８６．４ ９７４

マイホームの取得に ５４５．２ １３６６．６ ９．３ １２１．０ １８８

要介護時の出費に ５１６．１ ７１６．４ １１．２ ２４．３ ２２９

目的はないが安心だから ４７６．１ ７３７．８ １０．２ ３１．７ ６６９

病気・災害等不時の出費に ３９６．８ ５９６．７ ９．６ ２９．１ ９２１

マイホームの増改築に ３４１．１ ７２８．０ ８．５ ４４．９ １２３

子供の結婚資金に ３２８．６ ４７２．２ ８．０ １５．５ ２９０

子供の教育費に ２５８．２ ４４２．２ ８．３ ２２．８ ５７９

８）家計の流動性制約と消費行動との関係を分析した研究では、資産・所得比率やカード保有の有無などを流動性制約の代理変数
として分析される事が多かった。しかし、小原・ホリオカ（１９９９）は、借入れ制約について直接質問した場合、代理変数を用
いた場合に比べて有意に異なる結論が得られてしまう事を指摘している。最も基本的な数値である「借入れ制約に直面してい
る世帯の割合」でさえも、何を代理変数として用いるかによって先行研究の間で大幅に異なっているが、ここで得られた９．７％
という数値は、借入れ制約に関する直接的な質問を用いて小原・ホリオカが報告した８．５％という数値と、ほぼ整合的な結果
となっている。

８郵政研究所月報 ２０００．３



12.9

27.7

0.7

2.64.1

5.75.95.5

39.6

5.2

13.6

32.9

3.42.7

1.0

4.4

0.6

2.81.5

9.5 6.5

11.012.6

1.90.3
1.6

0.40.50

5

10

15

20

25

30

35

40

45

20～29歳�30～39歳�40～49歳� 50～59歳�60～69歳�70～79歳�

（N）�

生活費のため�

マイホーム取得のため�

不時の出費のため�

子供の教育費�

（％）�

マイホーム増改築のため�

耐久消費財購入のため�

201 556 702 765 638 269

関わらず、�a 「断られた」もしくは�b「減額され

た」ことがある家計の割合は、それぞれ約４．４％、

２．９％である。�bは本来借りたいと思っていた額

ほど十分には借入れができなかった世帯であり、

部分的な借入れ制約に直面している家計を示して

いる（図表８）。

以上が、貸手側の理由により当初予定した借入

れが実現出来なかった家計であるのに対し、借手

側が自主的に与信を受けられないと判断し、あき

らめてしまう場合もある。調査では続く質問で、

�c 「断られると思ってあきらめたことがある」か

否かについても尋ねているが、あると回答した家

計の割合は約６．１％であり、このうち�a�bとの重

複分を除いた家計を抽出し（図の�c ＊）全部を合

図表７ 目的別借入金保有状況（年齢階層別）（複数回答）

図表８ 金融機関に対する借入れ申込状況

金融機関に対して借入申請をしたことが、 家計の数 全世帯に対する割合（％） 借入制約

ある

希望通り借りられたことがある

�a 申し込みが断られたことがある

�b 減額されたことがある

１３７６

１１４７

１３９

９０

４３．９５

３６．６３

４．４４

２．８７

あり（累積）

４．４４�a
７．３１�b

ない １７５５ ５６．０５

合 計 ３１３１ １００．００

金融機関への借入申請を、 家計の数 全世帯に対する割合（％）

�ｃ 断られると思ってあきらめたことがある

うち、�a か�bにあてはまる家計
�a にあてはまる家計
�bにあてはまる家計

�ｃ＊ �a にも�bにもあてはまらない家計

１９１

１１６

４５

７１

７５

６．１０

３．７０

１．４４

２．２７

２．４０ ９．７１�c ＊
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4.56.1
5.6

4.2

8.48.6

9.0
8.0

10.6
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11.2

8.0

0

2

4

6

8

10

12

14

20～29歳� 30～39歳� 40～49歳� 50～59歳� 60～69歳� 70～79歳�

（a）+（b）�

（a）+（b）+（c）
＊�

（N）   201 556 702 765 638 269

（％）� （a）　申し込みが断られたことがある�
（b）　減額されたことがある�
（c）＊　申請をあきらめたことがある�

割 

　
合 

（a）�

1.1

5.8

0.7
0.5 0.40.4

1.4

2.7

7.4

2.4

4.2

3.0

0.6

0.9

0.0
0.00.0

1.4

2.3

0.5

1.6

2.4

2.1

3.63.5

0.50.3
0.4

1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

生活費のため�

マイホームの取得�

マイホームの増改築�

子供の教育費�

耐久消費財�

不時の出費�

（N）�

（％）�

20～29歳� 30～39歳� 40～49歳� 50～59歳� 60～69歳� 70～79歳�
201 556 702 765 638 269

0.9

3.1

計すると（＝�a ＋�b＋�c ＊）、全世帯の約１割近い

家計が借入れに関する制約を受けていることが分

かる。この「広義の借入れ制約」に直面している

世帯の割合を年齢別に見てみると、３０歳から６０歳

までの現役労働世帯でほぼ同じ１割程度の制約を

受けているが（図表９）、さらに目的別に還元し

てみると「マイホームの取得」に関して制約を受

けている割合が高く、先の借入れ目的でみた図表

７とほぼ類似のカーブを描いている。ここから、

３０歳から６０歳までの現役労働世帯においては、特

に住宅取得に関して借入れ制約を受けていること

が分かる。２０歳代では、むしろ、耐久消費財購入

に関する借入れ制約を受けている割合が高いよう

である（図表１０）。

一般に、借入れ制約が存在する場合、�１当初想

定した水準よりも低い割合しか消費を行えなくな

り、�２将来的に所得が低下する可能性があった場

合、借入れ制約に起因する消費の大幅な低下を避

図表９ 借入れ制約に直面している世帯の割合（年齢階層別）

図表１０ 目的別の借入れ制約に直面する家計の割合（年齢階層別）（複数回答）

１０郵政研究所月報 ２０００．３



けるための保険として貯蓄を促進する効果がある

ことが指摘されている。このような効果が定量的

に観測されるか否かについては、今後の分析課題

としたい。

５ 住居の状況

第３節、第４節を通して見た通り、日本の家計

行動においては、住宅取得目的が貯蓄・借入れ双

方において重要な位置を占めている。そこで、特

に住宅取得目的に焦点をあて、貯蓄・借入れの合

計を＜広義の貯蓄＞と捉え９）、重複回答世帯を区

別して年齢階層別に見てみると、２０歳代には貯蓄

の方が借入れの保有割合よりも多いのに対し、３０

歳代においてその保有割合が逆転し、借入金の方

が多くなっている。このことから、住宅取得を目

指す家計の多くは、２０歳代において貯蓄をためた

あと、それらを頭金として３０歳代から徐々に住宅

の購入を開始し始める状況が読みとれる（図表１１

―ａ）。比較のためにその他の目的を見てみると、

耐久消費財も借入れに頼る割合は高いものの、貯

蓄に頼る世帯の方が若干多いことが分かる（図表

１１―ｂ）。子供の教育費としては、殆どの家計が

貯蓄に依存している様子がうかがえ、借入れに頼

る世帯の割合はわずかであった（図表１１―ｃ）。

９）ホリオカet. al.（１９９６）参照。

図表１１―ａ 〈広義の貯蓄〉をしている世帯の割合（％）

〈住宅取得〉 貯 蓄 の み 借 入 の み 貯蓄＋借入 合 計

２０～２９歳（２０１）

３０～３９歳（５５６）

４０～４９歳（７０２）

５０～５９歳（７６５）

６０～６９歳（６３８）

７０～７９歳（２６９）

１７．４

１７．３

８．０

４．７

２．８

１．５

１０．５

２９．３

３５．８

２６．４

１３．２

４．８

２．５

３．６

３．９

１．３

０．５

０．４

３０．４

５０．２

４７．６

３２．４

１６．５

６．７

図表１１―b 〈広義の貯蓄〉をしている世帯の割合（％）

〈耐久消費財〉 貯 蓄 の み 借 入 の み 貯蓄＋借入 合 計

２０～２９歳（２０１）

３０～３９歳（５５６）

４０～４９歳（７０２）

５０～５９歳（７６５）

６０～６９歳（６３８）

７０～７９歳（２６９）

１３．４

２１．２

１７．８

１５．９

１３．６

６．０

７．０

１０．１

８．３

５．４

３．８

２．２

２．５

２．５

２．７

１．２

０．５

０．４

２２．９

３３．８

２８．８

２２．５

１７．９

８．６

図表１１―c 〈広義の貯蓄〉をしている世帯の割合（％）

〈子供の教育費〉 貯 蓄 の み 借 入 の み 貯蓄＋借入 合 計

２０～２９歳（２０１）

３０～３９歳（５５６）

４０～４９歳（７０２）

５０～５９歳（７６５）

６０～６９歳（６３８）

７０～７９歳（２６９）

２９．４

５７．４

５５．０

１６．６

４．７

３．４

１．０

０．４

２．９

４．２

０．５

０．７

０．５

０．４

３．０

２．１

０．２

０．０

３０．８

５８．１

６０．９

２２．９

５．３

４．１
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こうして多くの世帯が住宅保有を目指す結果、

年齢が上昇するにつれて持ち家／一戸建ての保有

割合が上昇し、借地一戸建てやマンションも含め

ると引退までに約８割の世帯が持ち家を保有する

こととなり（図表１２）、日本における実物資産の

蓄積が大きいことを示している。このうち親に頼

らず独力で住宅を購入する家計は平均６割強であ

り、住宅を取得した世帯のうち約１／４以上が遺

産や援助の形で親からの協力を得ていることが分

かる（図表１３）。都市規模別に住居の取得方法を

見てみると、人口規模５万人を境界として、小規

模都市や郡部では相続または贈与による割合が高

図表１２ 持ち家の割合（年齢階層別）

図表１３ 住宅の取得方法（都市規模別） 図表１４ 遺産として受け取った「居住用の土地・

建物」の現在価値（都市規模別）

都 市 規 模 現在価値（万円） （N）

全 体

都区部及び１２大都市

人口１５万人以上の都市

人口５万人以上の都市

人口５万人未満の都市

郡 部

２５３９．１

３７６７．１

３６２９．６

２３８６．８

１５７２．３

１６８６．６

４４２

５９

１０２

８５

３２

１６４

１２郵政研究所月報 ２０００．３



（N）=3,754

どちらからもまだ�
受け取っていない�

71.2％�

わからない�
24.3％�

不明　2.0％�

不明　3.1％� 両方の親から�
受け取った　1.2％�

世帯主の親からのみ�
受け取った　18.0％ 

配偶者の親からのみ�
受け取った　3.5％�

両方とも終了したが�
受け取らなかった�
　　　3.0％�

世帯主の親から�
もらえると思う�
　　7.4％ 

配偶者の親から�
もらえると思う�
　　 3.2％ 

いずれからも�
もらえないと思う�
　　35.3％ 

く、自分で購入する割合が低下する顕著な傾向が

読みとれる。しかし、相続した資産の時価評価額

で見ると、都市部に比べて大きくはないようであ

る（図表１４）。いずれにせよ、こうした土地や家

屋といった実物資産は世代間で移転が繰り返され

る可能性が高く、資産分配の不平等をもたらす一

つの要因となっていることが指摘されている。そ

こで次節では、このような観点から遺産・相続の

実態について概観しておこう。

６ 遺産・相続

遺産・相続の実態については過去からの一連の

調査において繰り返し質問してきており、本調査

に特徴的な項目となっている。今回は、特に遺

産・相続が誰からどのくらいの規模で行われたか

（または行われるか）について新たに調査してい

る。

まず、誰から遺産・相続を受けるかについて見

てみると、世帯主の両親から受け取る割合が大き

く、「今後受け取る予定」の世帯まで含めると、

全世帯の約１／４を占める（１８．０％＋７．４％＝

２５．４％）（図表１５）。また、実際に受け取った遺産

の平均額を求めてみると、両者とも「居住用」お

よび「その他」の土地・建物の占める割合が大き

く、金融資産の金額を圧倒的に上回っていること

が読みとれる（図表１６）。また、持ち家世帯の方

が、遺産を「必ず残す」と回答した世帯の割合が

高く、その中でも「相続・贈与」によって持ち家

図表１５ 遺産の受取状況

図表１６ 受け取った遺産の種類別現在価値（複数回答）

世帯主の両親から 配偶者の両親から

金額（万円）
遺産を受け取ったこ
とがあると回答した
世帯の割合（％）

件数（N） 金額（万円）
遺産を受け取ったこ
とがあると回答した
世帯の割合（％）

件数（N）

居住用の土地・建物 ２，５２４ ７５．５ ３８９ ２，３３８ ４２．４ ６０

その他の土地・建物 ３，０１６ ４０．９ ２０４ ４，１２６ ２６．０ ２９

金融資産 ６０４ ２０．４ １２５ １，４７９ ３６．７ ５９

その他 ２，７０１ ４．０ １７ ４４０ ８．５ １３
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3.7
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4.3

5.4

1.1

4.8

6.0
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0.0

1.6

1.7

0.1

1.7

0.8

1.2

2.1

1.3

1.5

0％� 100％�

合　計�

持ち家世帯合計�

非持ち家世帯合計�

自分で購入�

親の援助で購入�

相続贈与�

持ち家取得方法別�

（N=3,280）�

（N=2,399）�

（N=839）�

（N=1,531）�

（N=250）�

持ち家・非持ち家別�

必ず残す� 事業を継いでくれた�
場合のみ残す�

余った場合�
は残す�

その他�残す必要�
はない�

不明�面倒を見てくれた�
場合のみ残す�

（N=467）�

57.7

41.9

5.2

78.0

35.6

55.8

88.7

41.0

22.6

12.8
16.5

41.2

61.4

64.0

67.765.8

60.6

66.7

78.9

69.4

17.3

78.8

25.0

51.8

35.1 38.4

53.346.7
42.7

7.0
9.89.6

13.419.2

25.3

0

10
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50

60
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90

100

全体� 20～29歳�30～39歳�40～49歳�50～59歳�60～69歳�70～79歳�

雇用不安� 

自分の病気�
による出費� 

自分の� 
要介護状態� 

親の� 
要介護状態� 

将来の� 
収入不足� 

（%）�

（N）�3754 229 618 804 919 806 371

図表１７ 遺産に対する考え方（持ち家所得状況別）

図表１８ 遺産として残したい資産の種類（持ち家取得状況別）（複数回答）

相続・贈与を受

けた土地、住宅

自ら取得した

土地、住宅

相続・贈与を受

けた金融資産

自ら取得した

金融資産

相続・贈与を受け

たその他の資産

自ら取得した

その他の資産

持ち家合計

（N＝２，３９９）
３０．６ ４７．４ ３．６ ２８．８ ３．５ ９．９

非持ち家合計

（N＝８３９）
１３．６ １６．０ ３．８ ３８．０ ２．４ １３．８

自分で購入

（N＝１，５３１）
１６．９ ５８．３ ２．７ ３０．７ ２．０ １０．５

親の援助で購入

（N＝２５０）
３０．８ ５１．２ ３．２ ３０．４ ６．０ ９．２

相続または贈与

（N＝４６７）
７１．９ １５．０ ５．６ ２１．８ ６．２ ７．９

（下線はそれぞれもっとも大きいもの。単位：％）

図表１９ 不安に思うこと（世帯主年齢別）（複数回答）
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を取得した世帯ほどその傾向が高い事が伺え、特

に土地・建物などの実物資産が世代間で移転され

ている実態が観察される（図表１７、１８）。このよ

うな遺産の存在が、世帯間の資産格差を拡大させ

ている可能性がある。

７ 不安の内容

最後に、今回の調査で新しく質問を行った不安

の要因について見ておこう。これによると、もっ

とも不安に思うこととして「介護状態になること

による出費」を挙げた世帯が最も多く、次いで「勤

務先の業績悪化」を挙げる世帯の割合が高かった

が、年齢別に見ると、前者は世帯主年齢が高い世

帯で高い割合を示す傾向があるのに対し、後者は

むしろ若年層で高い割合を示す傾向にあり、対照

的な結果が得られることが分かる（図表１９）。年

齢が６０歳に近づくにつれて「引退後の収入不足」

に対して不安を抱く世帯の割合が増加する傾向が

あるが、これは、年齢が上がるにつれて老後のた

めの貯蓄保有割合を増加させる傾向があることを

示す図表５と、整合的な結果になっている。

８ 終わりに

以上、本稿では、「家計における金融資産選択

に関する調査（第６回）」から得られた結果に基

づいて、主としてライフサイクルの観点から、最

近の家計の資産選択実態について概観してきた。

本稿で示した主要な論点を繰り返そう。

�１ 家計が保有する金融資産を種類別に見てみる

と、高齢世帯になるにつれて保険・年金商品に

対する需要が低下し、その保有割合が低くなっ

ている。また、家計の株式（または有価証券）

保有割合を見てみると、世帯主の所得階層・年

齢階層が高くなるにつれて増加する傾向が読み

とれる。

�２ 貯蓄および借入金の保有状況を合わせた＜広

義の貯蓄＞を見てみると、住宅取得目的の占め

る割合が非常に高いことが読みとれ、現役世帯

の行動に大きな影響を与えている事が分かる。

住宅取得を目指す家計は２０歳代において貯蓄を

たくわえはじめ、それらを頭金として３０歳代か

ら徐々に住宅の購入を開始するが、資金の借入

れにあたって流動性制約に直面する家計も多く、

４０歳代では７％程度存在する。２０歳代では、む

しろ、耐久消費財購入に関する借入れ制約に直

面している世帯の割合が高いようである。

�３ こうした居住用の土地・建物を中心とする実

物資産は、主として世帯主の両親から受け継が

れる割合が高い。また、持ち家世帯の方が遺産

を「必ず残す」と回答した世帯の割合が高く、

その中でも「相続・贈与」によって持ち家を取

得した世帯ほどその傾向が高い事が伺え、世代

間移転が行われている実態が観察される。

本稿で見た議論は、調査結果から得られたほぼ

未加工のデータに基づく予備的なものであり、分

析を進めるにあたっては、回答項目相互間の整合

性を吟味し変数のコントロールを行った上で、慎

重に検討する必要がある。今後、本調査を有効に

活用して、より詳細な分析を行っていきたい。
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（参考１）「家計における金融資産選択に関する調査」の概要

�１ 調査地域 全国

�２ 調査対象 世帯主が２０歳以上８０歳未満である世帯（単身世帯を含む）。

�３ 標本数 ６，０００世帯

�４ 標本抽出法 層化多段無作為抽出法

ア 全国を各地方郵政局のエリア別に１２層に分ける

（北海道、東北、関東、東京、信越、北陸、東海、近畿、中国、四国、九州、

沖縄）

イ 各層の中の人口数をベースに次の５層に分ける

政令指定都市および特別区

（政令指定都市：札幌市、仙台市、千葉市、川崎市、横浜市、名古屋市、京都

市、大阪市、神戸市、広島市、北九州市、福岡市）

人口１５万人以上の都市

人口５万人以上１５万人未満の都市

人口５万人未満の都市

郡部

ウ 実際の調査地点は、各層の中から確率比例無作為に抽出・決定し、対象者はそ

の中から無作為に抽出

�５ 調査方法 留置面接法

抽出された調査対象世帯に対し、調査員が調査票を持参して調査目的等を説明の上

記入依頼し、数日後調査員が再び訪問して記入済みの調査票を点検、回収

�６ 調査期間 平成１０年１１月２４日～平成１０年１２月７日

�７ 実施機関 �新情報センター

�８ 回収状況 ３，７５４サンプル（回収率６２．６％）
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（参考２）調査対象世帯の主な属性

１ 調査世帯のうち単身世帯の割合は６．８％、平均の世帯人数は３．５人。

２ 子供のいる世帯の割合は６７．８％、平均の子供の人数は１．８人。

３ 世帯主の性別の割合は、男性９０．１％、女性９．８％。

４ 世帯主の平均年齢は５１．４歳、配偶者の平均年齢は４８．５歳。

５ 世帯主の職業の割合は、「常勤で（フルタイムで）民間企業に勤務」が４６．４％、「個人経営・自営

業」が１６．９％、「常勤で（フルタイムで）官公庁に勤務」が５．９％などとなっている。

６ 世帯主が加入している公的年金の割合は、厚生年金が５７．５％、共済組合の年金が１０．１％、国民年

金が２２．３％。

７ 調査世帯の税・社会保険料を除く年収の平均は５５０．７万円、一年間に支払った税・社会保険料の

平均は１０７．２万円、一ヶ月の生活費の平均は３０．０万円。
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